
船舶事故調査報告書 

令和３年４月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年８月１３日 １１時５０分ごろ 

発生場所 高知県高知市長浜南方沖 

 高知灯台から真方位２４７°２.０海里付近 

 （概位 北緯３３°２９.０′ 東経１３３°３２.２′） 

事故の概要  漁船第三大智
た い ち

丸は、漂泊中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和２年８月２５日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第三大智丸、０.６トン 

 Ｋ０３－３０４３６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 船底部に破口及び凹損を伴う擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人３人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、素潜りでかき
．．
を採取する目的で、長浜南方沖から陸岸

に向けて北進した。 

 本船は、予定の磯に到着したので船外機を停止し、錨を投下する準

備をしながら漂泊中、浅所に乗り揚げた。 

 本船は、船体が付近の消波ブロックに寄せられ、船長が、危険を感

じて同乗者全員と共に救命胴衣を着用して海に飛び込み、泳いで陸岸

にたどり着き、知人を介して本事故の発生を海上保安庁に通報した。 

 船長は、水深が十分にあることが分かる場所で漂泊すべきであった

と本事故後に思った。 

 本事故発生場所付近は、波打ち際から約５０ｍで、水深２ｍ以下の

浅所域であり、海図に詳細な水深の記載がない海域であった。 

 本船の喫水は、約０.３ｍであった。 

分析  本船は、船長が付近の水深を確かめていない中、陸岸に向かって航

行し、陸岸近くの磯で漂泊を始めたことから、磯波に圧流され、浅所

に乗り揚げたものと推定される。 

原因  本事故は、本船が、船長が付近の水深を確かめていない中、陸岸に

向かって航行し、陸岸近くの磯で漂泊を始めたため、磯波に圧流さ

れ、浅所に乗り揚げたものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 



・陸岸近くで錨泊する際は、付近の水深が十分にあることを確認す

ること。 

 


